
熊本県土木部「ゼロカーボン社会 くまもと」実施要領 

１ 目的 

熊本県では、「２０５０年県内ＣＯ２排出実質ゼロ」（令和元年１２月）を宣言し、

令和３年 7月策定の「第六次熊本県環境基本計画」において、２０３０年度に向け

た新たな温室効果ガス削減目標を定め、４つの戦略※1のもと取組を進めている。 

この要領は、土木部所管の公共事業において、ゼロカーボンに資する取組を通じ

「ゼロカーボン社会 熊本」の推進、並びに意識醸成を図ることを目的とする。 

２ 対象工事 

熊本県土木部が発注する工事に適用する。 

３ 取組対象 

「ゼロカーボン社会 くまもと」の対象は、「基本計画第４編分野別計画第１章」の

４つの戦略※１のもと、ゼロカーボンに資する以下の取組※２とする。 

※1【戦略 1】省エネルギーの推進 【戦略 2】エネルギーシフト 【戦略 3】電気のＣＯ２ゼロ化 

【戦略 4】その他のＣＯ２の実質ゼロ化 

※２ 取組対象外項目 

ⅰ) ＳＴＢ認定、グリーン電力証書、Ｊクレジット等の企業認定や証書購入 

ⅱ) 低炭素技術を用いた工法・材料 

ⅲ) 使用量が少ないもの、他工事への転用が容易であるもの 

(なお、計画書提出時において、受発注者間において相応の効果が確認できる場合は除く) 

ⅳ) 別途評定項目のあるもの 

 

 

① 
環境対策型建設機械の活用  

（低炭素型建設機械認定制度・燃費基準達成建設機械認定制度適合、電動建機） 

② 
軽油代替燃料の活用  

（B5,GTL) ※(一社)日本建設業連合会 利用ガイドライン参照 

③ 
ソーラーパネルによる電源活用 

（現場事務所・現場機器）   

④ 
現場内、現場事務所への移動手段の電動化 

（電気自動車 等） 

⑤ 
再生可能エネルギ－電力への切り替え 

（再生可能エネルギ－電力事業者からの電力供給） 

⑥ その他 



４ 実施方法 

(1) 「ゼロカーボン社会 くまもと」を実施しようとする受注者は、取組対象を記載

した計画書（別紙１様式）を協議簿とともに監督員に提出する。 

なお、複数の取組について実施することを妨げるものではない。 

(2) 監督員は、「ゼロカーボン社会 くまもと」に資することを確認し、協議簿により

回答する。 

なお、協議が整わなかった場合、受注者は別の取組を提出することができるもの

とする。 

(3) 受注者は、取組を実施するとともに、実施状況がわかる資料（契約書、領収書、

写真等）を保管する。 

(4) 受注者は、工事完成時に(3)を報告書（別紙２様式）として取りまとめ提出する。 

(5) 監督員は、報告書をもとに実施状況を確認する。 

附則 

この要領は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：記載例】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


